
交
通
事
故
（
第
三
者
行
為
）
で
被
保

険
者
証
を
使
用
す
る
場
合
は
届
出
が

必
要
で
す
！

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
（
加
害
者
）

が
原
因
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
場
合
で
、
被
保
険
者
証
を
使
用
し
治

療
を
受
け
る
場
合
は
、「
第
三
者
行
為

に
よ
る
傷
病
届
」
が
必
要
で
す
。

※
無
免
許
運
転
・
飲
酒
運
転
な
ど
重
大
な

違
反
や
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
は
除
く
。

用
意
す
る
も
の　

国
民
健
康
保
険
被
保

険
証
・
免
許
証
・
印
鑑
・
相
手
方
の

連
絡
先
と
加
入
保
険
な
ど
の
メ
モ

提
出
書
類　

・
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
傷
病
届

・
念
書
（
被
保
険
者
側
）

・
誓
約
書
（
相
手
側
）（
後
日
で
も
可
）

・
事
故
発
生
状
況
報
告
書

・
交
通
事
故
証
明
書
（
後
日
で
も
可
）

届
出
先　

市
民
課
国
民
健
康
保
険
係

【
医
療
費
負
担
は
加
害
者
の
責
任
】

　

第
三
者
行
為
に
よ
る
医
療
費
は
、

本
来
加
害
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
で

す
。
被
保
険
者
証
を
使
用
し
治
療
を

受
け
た
場
合
、
国
民
健
康
保
険
で
加

入
者
の
医
療
費
を
一
時
的
に
立
て
替

え
、
あ
と
か
ら
加
害
者
に
費
用
を
請

求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
示
談
を
す
る
前
に
】

　

示
談
を
済
ま
せ
て
し
ま
う
と
、
医

療
費
を
加
害
者
に
請
求
で
き
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
示
談
の
前

に
、
必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
・
問
　
市
民
課
国
民
健
康
保
険
係

☎
（80）
１
１
４
３

医
療
費
通
知
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
！

市
で
は
、
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
た

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
医
療
費

通
知
を
年
４
回
送
付
し
て
い
ま
す
。
今

月
中
旬
頃
、
医
療
費
通
知
を
送
付
予
定

で
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

こ
の
医
療
費
通
知
は
、
一
人
ひ
と
り

が
自
分
の
健
康
管
理
を
十
分
心
が
け
る

と
と
も
に
、
適
正
な
保
険
診
療
を
受
け

て
い
た
だ
く
た
め
の
目
安
と
し
て
送
付

し
て
い
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
受
診
し
て
い
る
皆
さ
ん
に
コ

ス
ト
意
識
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

で
、
医
療
費
の
抑
制
効
果
や
、
医
療
費

の
不
正
請
求
な
ど
に
対
す
る
心
理
的
な

抑
制
効
果
が
あ
り
、
財
政
の
健
全
化
に

役
立
ち
ま
す
。

◆
医
療
費
通
知
の
記
載
内
容

診
療
を
受
け
た
医
療
機
関
名
・
診
療

日
数
（
回
数
）・
医
療
費
の
総
額
・
窓

口
で
の
自
己
負
担
額
な
ど
を
記
載
し
て

い
ま
す
。（
自
由
診
療
や
差
額
ベ
ッ
ド

代
、
そ
の
他
保
険
外
診
療
は
含
ま
れ
て

い
ま
せ
ん
。）

◆
内
容
に
覚
え
が
な
い
場
合

領
収
書
な
ど
と
見
比
べ
医
療
機
関
に

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
医
療
費
通
知
は
、
確
定
申
告
時
の
医

療
費
控
除
の
証
明
書
と
し
て
使
用
で

き
ま
せ
ん
。

※
窓
口
負
担
額
欄
は
、
１
円
単
位
で
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
支
払

わ
れ
た
額
は
10
円
未
満
を
四
捨
五
入

し
た
額
に
な
り
ま
す
。

問
　
市
民
課
国
民
健
康
保
険
係

☎
（80）
１
１
４
３

国保ミニミニ話⑥

薬のもらいすぎを　　　
　　　　していませんか
必要以上に薬をもらいすぎていませんか。
薬をもらいすぎることは、医療費の増加の
原因の一つです。すでに服用している薬と同
じような種類の薬をもらうことは、薬代がか
さむだけでなく、飲み合わせなどの副作用で
体に悪い影響を及ぼしてしまうこともありま
す。薬が余っているときは医師や薬剤師に相
談しましょう。
また、ジェネリック医薬品を上手に利用す
ることも医療費の節約の一つになります。
ジェネリック医薬品とは「後発医薬品」と
も呼ばれ、新薬の独占販売期間が終了した後
に販売が許可される医療用医薬品で、開発費
が抑えられている分、新薬より価格が安いと
いうメリットがあります。
すべての医薬品にジェネリック医薬品が存
在するわけではなく、新薬しかない薬もあり
ます。また、ジェネリック医薬品は有効成分
が新薬と同じでも、その他の添加剤はメー
カーごとに微妙に違い、他の薬などとの飲み
合わせが変わってくることもあります。
ジェネリック医薬品の利用を希望する場合
は、まず医師に相談し、その選択や使用法に
ついては薬剤師と相談しましょう。
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成
東
学
童
ク
ラ
ブ
説
明
会
を
開
催

平
成
25
年
度
に
成
東
学
童
ク
ラ
ブ

（
成
東
小
学
校
）
の
利
用
を
希
望
さ
れ

る
方
を
対
象
に
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

の
で
、
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
出

席
し
て
く
だ
さ
い
。

日　

時　

２
月
５
日
㈫　

　
　
　
　

午
後
６
時
45
分
～

場　

所　

市
役
所
裏
車
庫
棟

　
　
　
　

２
階
会
議
室

対
象
児
童　

成
東
小
学
校
に
就
学
す
る

児
童
で
、
保
護
者
が
就
労
等
に
従
事

し
て
い
る
た
め
、
昼
間
監
護
を
受
け

ら
れ
な
い
児
童

※
説
明
会
時
は
託
児
所
を
開
設
い
た
し

ま
す
。

※
利
用
案
内
お
よ
び
申
請
書
類
は
、
説

明
会
で
配
付
し
ま
す
。

ご
不
明
な
点
や
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
左
記
の
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

問
　
子
育
て
支
援
課
児
童
家
庭
係

☎
０
４
７
９
（80）
８
３
６
６

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
交
付

山
武
市
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

る
65
歳
以
上
の
本
人
ま
た
は
、
要
介
護

認
定
者
を
扶
養
し
て
い
る
人
が
、
所
得

税
や
住
民
税
の
障
害
者
控
除
を
申
告
す

る
時
に
必
要
な
、
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
を
交
付
し
ま
す
。
該
当
す
る
人

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対　

象　
　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
左
記
の

表
に
該
当
す
る
人
で
す
。
介
護
度
の
低

い
人
は
該
当
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
時
に
は
、
対
象
者
と
申
請
者
の

印
鑑
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
高
齢
者
福
祉
課
、
成
東
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
各
出
張
所
に
あ

り
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し

て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
は
１
月
21
日
㈪
か
ら

対
象
外　
　

・
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
な
ど
を
お

持
ち
の
人
（
従
来
ど
お
り
申
告
時
に

手
帳
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。）

・
本
人
ま
た
は
扶
養
者
が
非
課
税
の
人

申
・
問
　
高
齢
者
福
祉
課
介
護
保
険
係

☎
０
４
７
９
（80）
８
３
７
４

新
成
人
の
み
な
さ
ん
、
国
民
年
金
の

加
入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う

国
民
年
金
は
、
国
が
責
任
を
も
っ
て

運
営
す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。

日
本
に
住
む
20
歳
か
ら
60
歳
未
満
の

す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
に
加
入
し
、

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活
保
障
だ

け
で
な
く
、
万
が
一
、
病
気
や
ケ
ガ
で

重
い
障
害
が
残
っ
た
と
き
や
、
18
歳
未

満
の
子
を
残
し
て
父
親
が
亡
く
な
っ
た

と
き
な
ど
、
人
生
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

学
生
の
方
や
収
入
が
少
な
く
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
、「
学
生
納
付

特
例
」
や
「
若
年
者
納
付
猶
予
」
な
ど

保
険
料
の
支
払
い
を
猶
予
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。
保
険
料
が
未
納
の
場
合
、

“
障
害
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
”
な
ど
、

思
わ
ぬ
事
態
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

問
　
市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
係

☎
（80）
１
１
４
２

認定区分 障 害 理 由 認　定　基　準

特別障害者

知的障害者
（重度）に準ず

主治医意見書の認知症高齢者の
日常生活自立度がⅣまたはMで
ある方。

寝たきり老人および
身体障害者

（１級・２級）に準ず

主治医意見書の障害高齢者の日
常生活自立度（寝たきり度）がB
１、B２、C１またはC２である方。

障害者 知的障害者
（軽度・中度）に準ず

主治医意見書の認知症高齢者の
日常生活自立度がⅡa、Ⅱb、Ⅲ
aまたはⅢbである方。

（平成24年12月31日基準日）

加 入 者 加入手続き 保険料の納付

第１号被保険者 学生
自営業者など 市役所窓口

自分で納付
20歳になったら忘れ
ずに加入手続きを

第２号被保険者 会社員
公務員など 勤務先 勤務先で納付

第３号被保険者
第２号被保険者
に扶養されてい
る配偶者

配偶者の
勤務先

なし
（配偶者の加入制度
が負担）
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